
１．避難行動要支援者対策

災害対策基本法の改正

避難行動要支援者への対策

地域避難支援協議会

要支援者の同意取得

対象者：10,414名
同 意： 5,774名
不同意： 3,680名
削 除： 960名
※意思表示のない方
は不同意

※平成29年３月31
日現在全体計画の策定 ２８年２月策定

要支援者名簿の作成

２７年３月作成
庁内の情報共有化

地域防災計画の改定

２７年３月改定

実効性のある避難支援により一人でも多くの要支援者を守る

・自主防災組織を中心に民生委員、消防団、
地区福祉委員（社会福祉協議会）で組織。

東日本大震災の教訓

避難行動要支援者の死亡率が高い

要支援者の範囲

・要介護認定３～５
・身体障がい者１・２級
・療育手帳A
・精神障がい者１級
・７５歳以上のみ世帯
・その他支援がいる方

名簿提供

個別計画

個人別の計画

・要支援者の把握・共有 ・避難支援体制の構築
・情報伝達 ・支援及び安否確認
・個別計画の策定 ・避難所での支援

支援者の範囲

・自主防災組織
・民生委員
・消防団
・社会福祉協議会
・その他支援してい
ただける方

Ｚ



避難行動要支援者 石橋地域避難支援協議会

池田市

⑤個別計画（訪問等）

③名簿の提供
（同意済み分）

⑦個別計画
の提出

①名簿の提
供同意取得

②同意
の回答

支援者

②避難行動支援
安否確認

①名簿の提供
（同意なし分）

③要支援者引渡
安否報告④避難所に

おける支援

④支援者のマッチング

⑥個別計画
の提出

【平常時】

【災害時】

２．活動の流れ

避難行動要支援者

池田市

支援者

３．個別計画とは

個別計画の作成の流れ

マッチング

だれがだれを助
けるかを調整し、
決める。

「どうやって」を事前に決めておくこと

個別計画は、要支援者一人ひとりに合わせて作成する計画です。
個別計画には助けるかだけではなく、安否確認も含まれます。

訪問

要支援者と調整
し、災害時の行
動などを決める。

計画書作成

話し合いの結果
を反映した計画
書を作成。



５．Q＆A

Q.支援者は必ず助けないと
いけないの？

A.支援者の皆さんの安全確保
が最優先です。その上で支
援をお願いしたいと思いま
す。

Q.力仕事はできないけど支援
できるの？

A.支援は要支援者を助けるこ
とですので、安否確認も支
援活動となりますので、ご
協力をお願いします。

Q.名簿の管理方法はどうした
らいいの？

A.個人情報となりますので、
施錠できるところでの保管を
お願いします。また年１回の
更新を予定しています。

Q.こんなに多くの要支援者は
無理では

A.要支援者の約８０％の方が高
齢者であることから安否確認
が主となると予想され、可能
と想定しています。

お願いしたい・平時の取り組み

関係作り

顔の見える関係づ
くりが大切

連絡網の整備

会内部の連絡網作
成をお願いします。

名簿の管理

名簿を提供します
ので、適切な管理
をお願いします。

平常時からの取り組みが大切

災害が起きると多くのことが一時で起きます。だからこそ事前に
やるべきことを決めておくことで、パニックにならずに対応するこ
とができます。

４．主な活動は




